
平成２８年度使途選択募金実施要項 

１．目的 

静岡県共同募金会（以下、「本会」という）は、使いみちを選べる募金（以下「使

途選択募金」という。）を実施する。 

社会変化に伴い、特に喫緊に解決しなければならない福祉課題の解決に向け、一

定の要件を満たす団体（以下「参加団体」という。）がテーマを定め活動するに当り、

当該活動に充てる財源として、寄付者の選択により共同募金会を通じて寄付を求め

るものである。 

    
２．参加団体の要件 
   下記の要件を満たした団体とする。 
 (1) 静岡県民を対象に静岡県内で活動する非営利の団体（構成員 10 名以上）とする。 

   （法人格の有無は問わない。） 

 (2) (1)の団体として活動実績が１年以上であること。 

 (3) 組織の運営に関する規則（会則、定款等）があり、事業内容、予算・決算を公開

できること。 

 (4) 政治活動、宗教活動を主な目的とした団体でないこと。 

 (5) 共同募金運動を通して、当該団体の活動を広く普及できること。 

なお、参加団体の決定は、応募のあった団体の運営状況、活動内容、募金活動計

画等を勘案し会長が定める。 

 (6) 複数の団体が連名で参加することも可能とする。 

ただし、助成金の交付先は代表する１団体として、その団体が経理処理すること。 
 

３．対象となる活動分野 
  具体的な福祉課題を解決するために次の活動を対象分野とする。 
 (1) 生活困窮者への支援活動（フードバンク、生活相談、子ども食堂、学習支援など） 
 (2) 地域から孤立をなくす活動（高齢者や障害者とその家族、子育て中の親、自死家族

など） 

 (3) 障害者の地域移行を支援する活動 

 (4) 自殺予防活動（電話相談など） 

 (5) 難病患者への支援活動（外出支援事業など） 

 (6) 犯罪被害者家族への支援活動 
 (7) 薬物依存症患者への支援活動 
 (8) 虐待防止活動、及び虐待を受けている人への保護活動 
 (9) その他 福祉課題を解決する活動 
 
４．対象年度  平成２９年度 
 
５．対象経費 

３の活動を行う経費とし、人件費、管理運営にかかる経費は対象としない。 
 

６．募金活動  
(1) 募金期間 

   社会福祉法第 112 条の規定により厚生労働大臣の指定を受けた期間のうち、平

成２９年１月１日から３月３１日までとする。 

(2) 寄付依頼活動 

   ①本会 

ア 本会は、参加団体以外の関係団体等への啓発活動に努めるとともに、募金活

動情報の収集・提供に努める。 



イ 参加団体の情報は本会ホームページで公表し、参加団体のホームページとリ

ンク啓発に努める。 

ウ 参加団体相互の連携、調整に努める。 

②参加団体 

ア 参加団体は当該団体の活動に対する募金活動を主体的かつ積極的に行う。 
イ 当該団体は募金活動計画を定め、それに基づき本会から提供する資材（振込

用紙付チラシ等）により実施する。 
③寄付を依頼する対象 

  ６(2) ②イの募金活動計画による。但し、直接的な依頼を行うものとし、不特

定多数へのダイレクトメール等による方法は認めない。 
 

 (3) 募金に係る事務及び経費 

   ①本会は、振込用紙付チラシ・領収書作成、同送付事務、連絡会の開催事務を行う。 

②上記①にかかる事務経費のうち、参加団体は、募金実績額の２％を負担する。 
 

７．助成活動 

 (1) 本会は、次により参加団体の活動に対し助成を行う。 
①平成 28 年度静岡県共同募金会助成要綱（地域福祉活動支援事業取扱要領） 

を準用する。但し助成率は適用しない。また、３の活動分野を優先する。 

② 助成額は原則として参加団体ごとの募金実績額から６(3)②の事務経費負担分を

控除した額の範囲内で、当該団体からの申請により配分委員会が承認した額とす

る。 

③ 助成額と申請額に差が生じたときは、本会会長の承認を得た上で申請事業の内容

を変更することができる。ただし、申請事業の主旨にそう内容に限る。 

 

 (2) 助成申請 
    本会が定める申請用式に必要事項を記載して、添付資料を添えて６月２０日まで

に静岡県共同募金会事務局あて提出する。（郵送可、締切期限厳守） 
    なお、助成申請をもって、参加団体としての参加申請も兼ねる。 

 

８．募金活動及び助成活動日程 

  平成２８年 ６月 20 日申請書の提出期限 

        ６月下旬 配分委員会による計画の承認 

     10 月～12 月 参加団体による共同募金運動の準備 

  平成２９年 １月 参加団体による共同募金運動の開始 

        ３月 参加団体による共同募金運動の終了 

           配分委員会で助成の承認 

        ４月 会長専決による決定 

募金実績に基づく申請内容等の見直しと助成計画の変            

           更 

        ５月 理事会・評議員会で助成の決定の報告 

        ６月以降４の活動内容による活動 

  随 時   ・参加団体による意見・情報交換会の開催 

        ・参加団体合同による募金活動 

 

９．その他留意事項 

 (1) 参加団体は、団体の情報（事業報告、会計報告）を寄付者に提供することに努め

ること。 

 (2) 平成 28 年度静岡県共同募金会助成要綱に基づく助成を希望する団体であっても、

事業内容等が異なれば、当募金に参加することができる。 


